
　１．活動状況 ��������������

　令和元年中における全国の消防職団員（消防職員及
び消防団員）の出動状況をみると、火災等（火災、救
助活動、風水害等の災害、捜索、誤報等及びその他を
いう。）への出動回数は 118 万 5,024 回で、出動延べ
人員は 806 万 1,529 人である。また、１日平均にする

と 3,247 回、27 秒に１回の割合で出動したことになる。
　このうち、消防団員の火災等への出動回数は 23 万
8,490 回、出動延べ人員は 257 万 3,260 人となってい
る（第 ２-３-１ 表）。
　また、出動以外の警防調査や予防査察等の出向回数
は 261 万 3,153 回で、延べ人員は 1,434 万 6,288 人と
なっている。

　２．公務による死傷者の状況 �������

　令和元年中における公務により死亡した消防職団員

は 12人、同じく負傷した消防職団員は 2,229 人である。
　なお、平成 23 年は、東日本大震災被災地において、
住民の避難誘導、水門閉鎖等の業務に従事した消防職

（令和元年中）（単位：回、人）
消防職員 消防団員 計 構成比（％）

回 数 42,094 30,360 72,454 0.7
延人員 700,626 706,922 1,407,548 3.3
回 数 6,639,767 1,219 6,640,986 63.6
延人員 20,246,643 4,514 20,251,157 47.5
回 数 96,076 1,723 97,799 0.9
延人員 1,203,542 8,257 1,211,799 2.8
回 数 16,627 10,114 26,741 0.3
延人員 77,710 303,973 381,683 0.9
回 数 449,807 237,857 687,664 6.6
延人員 2,449,143 3,975,602 6,424,745 15.1
回 数 370,318 99,813 470,131 4.5
延人員 1,267,225 889,258 2,156,483 5.1
回 数 457,657 10,407 468,064 4.5
延人員 1,582,199 100,965 1,683,164 3.9
回 数 39,857 61 39,918 0.4
延人員 176,078 535 176,613 0.4
回 数 84,167 96,459 180,626 1.7
延人員 684,258 1,334,365 2,018,623 4.7
回 数 3,123 1,757 4,880 0.0
延人員 42,271 45,346 87,617 0.2
回 数 765,557 1,193 766,750 7.3
延人員 1,860,777 25,883 1,886,660 4.4
回 数 45,419 6,095 51,514 0.5
延人員 510,172 68,960 579,132 1.4
回 数 743,195 188,441 931,636 8.9
延人員 2,953,948 1,439,802 4,393,750 10.3
回 数 9,753,664 685,499 10,439,163 100.0
延人員 33,754,592 8,904,382 42,658,974 100.0

誤 報 等

そ の 他

計
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警 防 調 査
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特 別 警 戒
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演 習 訓 練

第 ２-３-１ 表　消防職団員の出動及び出向状況

（備考）１　「消防防災・震災対策現況調査」により作成
　　　　２　本表では、災害現場における消防活動の実施の有無にかかわらず、出動及び出向回数を計上している。
　　　　３　�消防団員の救急への出動回数については、救命処置を含む応急手当、傷病者搬送等の回数を計上している。
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団員が津波により被災したため、他年に比べて大幅に
死傷者が増加した（第 ２-３-２ 表、第 ２-３-１ 図、第 ２-３
-２ 図）。

　３．勤務条件等 �������������

（１）消防職員の勤務条件等
　消防職員の職務は、火災等の災害出動のため 24 時
間即応体制を維持しなければならないという特殊性を
有していることから、勤務時間や休日、休憩等の勤務
条件については、一般職員と異なる定めがされている。
具体的な給与、勤務時間その他の勤務条件は、市町村
等の条例によって定められている。

ア　給料及び諸手当
　消防の組織は、緊急時の部隊活動等に必要な指揮命
令系統を明示し組織の統一性を確保するため、階級制
度がある。行政職給料表を適用した場合、各階級に一
定の割合の人数が必要となるという特徴を持つ消防組
織においては、階級制度を維持しつつ、給料の水準を
適正に保つということが難しい。このため消防職員の
給料については、その職務の危険度及び勤務の態様の
特殊性等を踏まえ、一般職員と異なる特別給料表（現
在の国の公安職俸給表（一）に相当）を適用すること
とされている（昭和 26 年国家消防庁管理局長通知）。
行政職給料表を採用しつつ、号給の加算調整や特殊勤
務手当の支給により職員の給与水準の維持を図るなど
の対応は、明確性及び透明性の観点から問題があり、
条例により一般職員と異なる特別給料表（現在の国の
公安職俸給表（一）に相当）を採用することが望ましい。
　なお、消防職員の平均給料月額は、平成 31 年４月
１日現在の地方公務員給与実態調査によると 29 万
9,781 円（平均年齢 38.2 歳）であり、一般行政職の場

第 ２-３-２ 表　消防職団員の公務による死傷者数
（令和元年中）（単位：人）

消防職員 消防団員 計 構成比（％）

死 者 4 0 4 33.3

負 傷 者 174 143 317 14.2

死 者 0 1 1 8.3

負 傷 者 15 23 38 1.7

死 者 0 0 0 0.0

負 傷 者 227 0 227 10.2

死 者 1 1 2 16.7

負 傷 者 444 686 1130 50.7

死 者 0 0 0 0.0

負 傷 者 2 10 12 0.5

死 者 0 0 0 0.0

負 傷 者 13 10 23 1.0

死 者 3 2 5 41.7

負 傷 者 385 97 482 21.6

死 者 8 4 12 100.0

負 傷 者 1,260 969 2229 100.0

そ の 他

計

区　　　　　　分

火 災

風 水 害 等 の 災 害

救 急

演 習 ・ 訓 練 等

特 別 警 戒

捜 索

（備考）１　「消防防災・震災対策現況調査」により作成
　　　　２　�小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある
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第 ２-３-１ 図　消防職団員の公務による死者数の推移

（備考）「消防防災・震災対策現況調査」により作成

第 ２-３-２ 図　消防職団員の公務による負傷者数の推移
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（備考）「消防防災・震災対策現況調査」により作成
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合は 31 万 7,775 円（平均年齢 42.1 歳）となっている。
　また、消防職員の平均諸手当月額は 10 万 6,527 円
であり、出動手当等が支給されている。

イ　勤務体制等
　消防職員の勤務体制は、毎日勤務と交替制勤務とに
大別され、さらに交替制勤務は主に２部制と３部制に
分けられる。一部、指令業務に従事する職員などに対
し、４部制を用いている消防本部もある。２部制は、
職員が２部に分かれ、当番・非番の順序に隔日ごとに
勤務し、一定の期間で週休日を取る制度であり、３部
制は、職員が３部に分かれ、当番・非番・日勤を組み
合わせて勤務し、一定期間で週休日を取る制度である
（第 ２-３-３ 表、第 ２-３-４ 表）。

ウ　消防職員委員会　
　消防職員委員会は、消防職員からの意見を幅広く求
めることにより、消防職員間の意思疎通を図るととも
に、消防事務に職員の意見を反映しやすくし、これに
より消防職員の士気を高め、消防事務を円滑に運営す
ることを目的として、消防組織法第 17 条の規定によ
り消防本部に置くこととされている。消防職員委員会
においては、消防職員から提出された〔１〕消防職員
の勤務条件及び厚生福利、〔２〕消防職員の被服及び
装備品、〔３〕消防の用に供する設備、機械器具その
他の施設に関する意見を審議し、その結果に基づいて

消防長に対して意見を述べることにより、消防事務に
消防職員の意見を反映しやすくしている。
　令和元年度においては、全国 726 の全ての消防本部
で消防職員委員会が開催され、職員から提出された
5,201 件の意見について審議された。審議された意見
のうち「実施が適当」とされたものは、全体の 31.4％
を占めた。また、平成 30 年度において審議された意
見のうち「実施が適当」とされた意見の 59.2％が既に
実施されている。一方、予算上の制約などにより、実
現できていない意見も見られる（第 ２-３-５ 表、第 ２-３
-6 表、第 ２-３-７ 表、第 ２-３-8 表）。
　また、消防庁は、消防職員委員会の更なる運用改善
に向けた検討を行い、関係者の合意を得て、消防長及
び委員長に対し、「消防職員が意見を提出しやすい環
境づくり」「委員会の公正性の確保」「委員会の透明性
の確保」に努めるよう求める規定の新設などを内容と

2部制 3部制 併用 その他

726 438 218 62 8
60.3% 30.0% 8.5% 1.1%

（令和２年４月１日現在）

消防本部数
交替制をとっている消防本部数

勤務体制別本部数

第 ２-３-３ 表　消防本部における交替制勤務体制

（備考）１　「消防防災・震災対策現況調査」により作成
　　　　２　�交替制の「その他」とは、指令業務のみ４部制を取り入れて

いる消防本部及び宿直者を３班に分けて変則的な勤務体制を
とる消防本部等をいう。

　　　　３　�小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合が
ある。

（令和２年４月１日現在）

勤務体制別 毎日勤務 ２部制 ３部制 その他派遣等 計

消防吏員数 32,004 81,657 47,101 4,282 165,044

19.4% 49.5% 28.5% 2.6% 100.0%

第 ２-３-４ 表　勤務体制別消防吏員数

（備考）１　「消防防災・震災対策現況調査」により作成
　　　　２　�勤務体制別の「その他派遣等」とは、首長部局に派遣されて

いる職員及び消防学校など消防本部（署）以外の部署に勤務
する職員等をいう。

　　　　３　�小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合が
ある。

（令和元年度）

113 58

2.2% 1.1%

61 21

1.2% 0.4%

56 165

1.1% 3.2%

230 244

4.4% 4.7%
計

5,201 1,635 1,586 1,506

100% 31.4% 30.5% 29.0%

機械器具・その他
の施設等

1,469 464 374 410

28.2% 8.9% 7.2% 7.9%

被服・装備品
1,607 488 515 522

30.9% 9.4% 9.9% 10.0%

勤務条件・厚生福利
2,125 683 697 574

40.9% 13.1% 13.4% 11.0%

審
議
意
見

審
議
件
数

審　　議　　結　　果　

実施が
適当

諸課題
を検討

実施は
困難

現行
どおり

その他

第 ２-３-５ 表　消防職員委員会の審議結果

（備考）１　�「令和元年度における消防職員委員会の運営状況調査結果」よ
り作成

　　　　２　�小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合が
ある。

（令和元年度末現在）

「実施が適当」とされた
意見数（Ａ）

既に実施された件数
（Ｂ）

割合（Ｂ）/（Ａ）×100

1,548件 917件 59.2%

第 ２-３-6 表　�平成 ３0 年度に消防職員委員会において
審議された意見の実現状況

（備考）�「令和元年度における消防職員委員会の運営状況調査結果」より作成

（各年度末現在）

749 749 本部

733 733 本部

732 732 本部

728 728 本部

726 726 本部令和元年度 本部 100.0%

平成27年度 本部 100.0%

30年度 本部 100.0%

29年度 本部 100.0%

開 催 年 度 消 防 本 部 数 開 催 本 部 数 開 催 率

28年度 本部 100.0%

第 ２-３-７ 表　各年度の消防職員委員会開催状況

（備考）�「令和元年度における消防職員委員会の運営状況調査結果」より作成
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した「消防職員委員会の組織及び運営の基準」（平成
８年消防庁告示第５号）の一部改正を行った（平成
30 年９月６日）。

エ　消防長及び消防署長の資格の基準
　消防長及び消防署長の資格については、市町村の消
防長及び消防署長の任命資格を定める政令で定めてい
たが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
推進を図るための関係法律の整備に関する法律による
消防組織法第 15 条の改正により、政令で定める基準
を参酌して市町村の条例で定めることとされた。この
ため、各市町村が条例を制定するに当たって参酌すべ
き基準が、市町村の消防長及び消防署長の資格の基準
を定める政令で定められ、消防組織法の改正とともに、
平成 26 年４月１日から施行された（第 ２-３-9 表）。

（２）消防本部におけるハラスメント等への対応策
　同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関
係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲
を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境
を悪化させるパワーハラスメントや、セクシュアルハ
ラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関
するハラスメントは、断じて許されない行為であるば
かりでなく、防止措置を講じることが法的に義務付け
られている。
　消防庁では、パワーハラスメント、セクシュアルハ
ラスメントなどのハラスメント及び消防に関連する不
祥事（以下「ハラスメント等」という。）について、
平成 29 年に「消防本部におけるハラスメント等への
対応策に関するワーキンググループ」を開催し、対応
策（第 ２-３-３ 図）を取りまとめ、その内容について、
「消防本部におけるハラスメント等への対応策に関す
るワーキンググループの検討結果について（通知）」（平
成 29 年７月４日付け消防消第 171 号消防庁次長通知。
以下、本節において「次長通知」という。）を発出した。
　また、次長通知で示した対応策の取組状況について
実態調査（令和２年１月１日現在。以下、本節におい
て「実態調査」という。）を行い、「消防本部における
ハラスメント等への対応策取組実態調査の結果及び留
意事項について（通知）」（令和２年３月 31 日付け消
防消第 100 号消防庁消防・救急課長通知。以下「３月
31 日付け通知」という。）を発出した。

154 310

3.1% 6.2%

177 302

3.6% 6.2%

197 288

3.9% 5.8%

207 267

4.2% 5.4%

230 244

4.4% 4.7%

6,047 5,730

4.8% 4.5%

29年度 4,999
1,663 1,429

1,586

30年度 4,918
1,548

1,422

33.3% 28.6% 28.4%

28年度 4,901
1,677 1,430 1,315

34.2% 29.2% 26.8%

平成27年度 5,025
1,766 1,346 1,449

35.1% 26.8% 28.8%

審
議
件
数

審　議　結　果　の　区　分

実施が
適当

諸課題
を検討

実施は
困難

現行
どおり

その他

1,392

31.5%

29.0%

1,504

30.6% 28.3%

累　計
（平成8年度～
令和元年度）

126,714

令和元年度 5,201
1,635 1,506

31.4% 30.5%

29,973

23.7%

36,08548,879

38.6% 28.5%

第 ２-３-8 表　�各年度の消防職員委員会審議件数及び審
議結果

（備考）１　�「令和元年度における消防職員委員会の運営状況調査結果」よ
り作成

　　　　２　�小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合が
ある。

　　　　３　審議結果のうち、「その他」については平成 １１ 年度から設定

職 左記職に従事した期間

消防署長等 １年以上

消防団長 ２年以上

市町村の長の直近下位

の内部組織の長等

消防司令以上 １年以上

消防司令補以上 ３年以上

３年以上かつ

教育訓練を受講

２年以上

消防団の副団長等

消防署長の
資格の基準

消防長の
資格の基準

第 ２-３-9 表　�市町村の消防長及び消防署長の資格の基
準を定める政令の概要
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ア　各消防本部において実施すべき対応策
（ア）消防長の意志の明確化等
　ハラスメント等を撲滅するためには、消防長が宣言
等により意志を明確にし、消防職員に周知徹底する必
要がある。
　消防庁においては、消防長の意志の明確な表明につ
いて、先進事例の紹介等を行った（「消防本部におけ
るハラスメント等を撲滅するための、消防長の宣言等
による意志の明確な表明について」（平成 29 年７月４
日付け消防庁消防・救急課事務連絡））。
　消防長の意志の明確化については、現消防長の意志
が明確化されていることが重要であるため、消防長が
代わった場合に速やかに意志の明確化を行う、毎年度
の始めに消防長の意志の明確化を再度行うなど、定期
的に消防職員に周知徹底することが望ましい（３月
31 日付け通知）。
　また、ハラスメント等の対応策に関する内部規程や、
消防長の意志を具体的な取組につなげるための方針を
検討の上策定するとともに、定期的に当該取組の進捗
状況を管理し、これを踏まえ取組の改善を行うため、
消防職員の幹部職員に加え、可能な限り有識者等を構
成員とするハラスメント等の撲滅を推進する会議を開
催する必要がある。

　消防庁においては、当該会議の要綱のひな形を提示
した（「消防本部におけるハラスメント等を撲滅する
ための対応策について」（平成 29 年７月 25 日付け消
防庁消防・救急課事務連絡。以下「７月 25 日付け事
務連絡」という。））。
　実態調査では、「消防長の意志の明確化」について、
98.9％（718 本部）の消防本部から「実施済み」との
回答が得られた。また、「内部規程の策定」については、
82.6％（600 本部）の消防本部から「実施済み」との
回答が得られ、「ハラスメント等撲滅推進会議の開催」
については、59.5％（432 本部）の消防本部から「実
施済み」との回答が得られた。
（イ）�ハラスメント等通報制度の確立及びハラスメン

ト相談窓口の設置
　ハラスメント等は、上司、同僚などの周囲の者がい
つもと様子が異なることに気付き声をかけるなどのサ
ポートをすること、ハラスメントを受けたと考える消
防職員から上司、同僚などの周囲の者へ相談すること
等により円滑に解決されることが望ましい。しかし、
こうしたことでは解決できない場合に備え、ハラスメ
ント等の事案対応を行い、解決を目指す「ハラスメン
ト等通報制度」を確立するとともに、通報にまでは至
らなくても、精神的なサポートを受けることができる

第 ２-３-３ 図　「消防本部におけるハラスメント等への対応策に関するワーキンググループ」を踏まえた対応策

１７２

第２章 消防防災の組織と活動

168_CW6_A7453D203.indd   172 2020/12/23   8:33:57



「ハラスメント相談窓口」を設置する必要がある（第
２-３-４ 図）。
　当該通報制度及び当該相談窓口は、男女双方の対応
者を設ける、複数の窓口を設置する、通報窓口と相談

窓口をそれぞれ別に設置する、定期的に周知を行うな
ど通報・相談しやすい環境づくりに努める必要がある
（３月 31 日付け通知）。

　消防庁においては、当該通報制度及び当該相談窓口
の要綱のひな形を提示した（７月 25 日付け事務連絡）。
実態調査では、「ハラスメント等通報制度の確立」及
び「ハラスメント相談窓口の設置」について、それぞ
れ 89.4％（649 本部）、90.4％（656 本部）の消防本部
から「実施済み」との回答が得られた。
（ウ）懲戒処分の厳格化
　ハラスメント等に関して明確に記載した懲戒処分基
準を策定し公表すること及び懲戒処分の公表基準を策
定し公表することにより、懲戒処分を厳格化する必要
がある。
　消防庁においては、懲戒処分基準及び懲戒処分基準
の公表基準のひな形を提示した（７月 25 日付け事務
連絡）。
　実態調査では、「懲戒処分基準の策定」及び「懲戒
処分の公表基準の策定」について、それぞれ 79.2％（575
本部）、68.3％（496 本部）の消防本部から「実施済み」
との回答が得られた。
（エ）職員のセルフチェックアンケート等の実施
　ハラスメント等を可能な限り未然に防止するため、
自らの行動を振り返るチェックシートの導入、ハラスメ
ント等の実態を調査するためのアンケートの定期的な
実施などの職員の気付きを促す取組を行う必要がある。

　消防庁においては、当該チェックシート及びアン
ケートのひな形を提示した（７月 25 日付け事務連絡）。
　実態調査では、「職員の気付きを促す取組」について、
69.3％（503 本部）から「実施済み」との回答が得ら
れた。
（オ）研修等の充実
　事例演習又は職場ミーティングの場を活用し、ハラ
スメント等の撲滅の必要性、対応策及びコンプライア
ンスについて話し合うことで、職員の意識向上を図る
必要がある。
　実態調査では、「研修等の充実」について、71.8％（521
本部）から「実施済み」との回答が得られた。

イ　各都道府県において実施すべき対応策
（ア）ハラスメント等相談窓口の設置
　各都道府県において、各消防本部が設けるハラスメ
ント等通報制度では十分な対応ができない場合に備
え、相談者の同意を得た上で、関係する消防本部や市
町村に対し相談内容の情報提供を行うこと、関係する
消防本部や市町村から事案の経緯を聞き取るとともに
適切な対応をとるよう助言すること等により、事案の
解決を目指す都道府県ハラスメント等相談窓口を設置
する必要がある。

消防本部

相談②”
通報者・相談者

都道府県
ハラスメント等
相談窓口

消防庁
ハラスメント等
相談窓口

市町村長部局

ハラスメント相談窓口
（臨床心理士等）

消防長 市町村長 報告④伝達⑤

行為者

処分等⑥

行為①

⑦

情報提供し助言ハラスメント等通報窓口
（人事担当職員又は弁護士等）

ハラスメント等調査委員会
（通報を受け付けた者、人事担当職員、

必要に応じて弁護士等）

必要に応じ設置

②通報

調査③

必要に応じ情報提供

②’相談

③’精神的なサポート

第 ２-３-４ 図　ハラスメント等通報制度・ハラスメント相談窓口のイメージ（単独消防本部の場合）
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　実態調査では、「都道府県ハラスメント等相談窓口」
を設置し、その旨を都道府県内の消防本部に周知して
いるかどうかについて、80.9％（38 道府県）から「実
施済み」との回答が得られた。
（イ）講義・研修の充実
　消防学校において、ハラスメント等やコンプライア
ンスに関する講義を実施する必要がある。
　また、都道府県の消防防災部局又は人事担当部局に
おいて、消防長、消防学校長などの消防関係者に対す
る研修会を実施する必要がある。
　実態調査では、「研修等の充実」について、97.9％（46
都道府県（都道府県消防学校を含む。））及び全ての指
定都市消防学校から「実施済み」との回答が得られた。

ウ　消防庁における対応策
（ア）消防庁ハラスメント等相談窓口の設置
　ハラスメント等の事案の解決を目指すため、市町村
や消防本部のハラスメント等通報窓口には通報しにく
い、通報したが適切に対応してくれなかったなどの場
合に備えて、消防庁ハラスメント等相談窓口を平成
29 年度に設置した。相談は基本的に専用回線での電
話受付としているが、相談窓口の対応時間内に電話対
応ができない方等のために、電子メールでの受付も
行っている。
　この相談窓口を周知するために、全国の消防職員分
約 16 万枚のリーフレットを作成し、配布した。
（イ）ハラスメント等に関するテキストの作成
　各消防本部等での研修会で活用できるよう、ハラス
メント等に関するテキストを職員向け、管理監督者向
け、相談担当者向けに作成し、消防庁ホームページで
公開している（参照URL：https://www.fdma.go.jp/
mission/enrichment/harassment/harassment001 .
html）。
（ウ）全国説明会の開催
　ハラスメント等の撲滅のための対応策の実施の徹底
を図るため、平成 30 年度から、全国で説明会を行っ
ている。当該説明会において、次長通知を中心に、詳
細な解説を行うとともに、質疑にも答えるなど、きめ
細かい支援を行っているほか、各消防本部等の実情の
聞き取りも実施している。

（３）女性消防吏員の更なる活躍の推進
ア　女性消防吏員を取り巻く現状
　消防本部においては、昭和 44 年（1969 年）に川崎

市が 12 人の女性消防吏員を採用したことに始まり、
以降、横浜市、越谷市、日立市、所沢市、東京都など
が採用を開始した。平成６年（1994 年）には女子労
働基準規則の一部改正により、消防分野における深夜
業の規制が解除され、女性消防吏員も 24 時間体制で
消防業務に従事できるようになり、現在、救急業務の
ほか警防業務を含む交替制勤務を行う女性消防吏員の
割合は全女性消防吏員の約５割となっている。
　このように、少しずつ女性消防吏員の職域の拡大が
図られ、女性消防吏員数が増加してきたところである
が、令和２年４月１日現在、全消防吏員に占める女性
消防吏員の割合は 3.0％（第 ２-３-５ 図）であり、警察
官 10.2％（地方警察官に占める女性警察官の割合）、
自衛官 7.4％、海上保安庁 7.4％といった他分野と比較
しても少ない状況である（自衛官は令和元年度末現在）。
　女性消防吏員がいない消防本部数は、年々減少して
いるものの、令和２年４月１日現在、全国 726 本部中
154 本部（21％）あり、その約８割が消防吏員数 100
人未満の消防本部である。
　消防分野においても女性消防吏員が増加し、活躍す
ることにより、住民サービスの向上及び消防組織の強
化につながることが期待される。
　住民サービスの向上については、例えば、救急業務
においては、女性傷病者に抵抗感を与えずに活動でき
ることなどが挙げられる。
　また、消防組織の強化については、男性の視点だけ
でなく、女性の視点が加わることにより、多様な視点
でものごとを捉えることができるようになること、育
児・介護などそれぞれ異なる事情を持っていることを
組織や同僚が理解し支援する組織風土が醸成されるこ

第 ２-３-５ 図　女性消防吏員数・割合の推移
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とにより、組織に多様なニーズに対応できる柔軟性が
備わっていくことが挙げられる。
　消防庁では、女性消防吏員が生き生きと職務に従事
できる職場環境づくりをソフト・ハード両面から支援
する方策の検討を目的として、「消防本部における女
性職員の更なる活躍に向けた検討会」を平成 27 年３
月から７月まで開催した。

イ　市町村及び各消防本部の取組
　消防庁は「消防本部における女性消防吏員の更なる
活躍に向けた取組の推進について」（平成 27 年７月
29 日付け消防消第 149 号消防庁次長通知）を発出し、
以下の取組を市町村及び各消防本部に対し要請した。
（ア）女性消防吏員の計画的な増員の確保
ａ　数値目標の設定による計画的な増員
　消防全体として、消防吏員に占める女性消防吏員の
全国の比率を、令和８年度当初までに５％に引き上げ
ることを共通目標とする。
　この共通目標の達成に向け、各消防本部においては、
本部ごとの実情に応じて、数値目標を設定した上で、
計画的な増員に取り組むこと。
　実態調査によると、令和２年 11 月までに数値目標
を設定又は設定予定の消防本部は 722 本部（99%）で
ある。
ｂ　女性の採用の拡大に向けた積極的な取組
（ａ）積極的な PR活動の展開
　女性消防吏員を増加させるためには、まずは消防を
自らの職業として選択肢に含める女性を大幅に増やす
ことが喫緊の課題であることから、各消防本部は、こ
れから社会人になる年齢層の女性に対し、具体的な業
務内容や勤務条件等を含め、消防の仕事の魅力につい
て、より積極的に PRするとともに、消防は女性が活
躍できる職場であることの理解を深めるための説明会
等を行うこと。
（ｂ）採用試験における身体的制限について
　採用募集に際し、身長・体重等の身体的制限を設け
ている消防本部においては、こうした制限が消防の職
務の遂行上、必要最小限かつ社会通念からみて妥当な
範囲のものかどうか、検証の上、必要に応じて見直し
を検討すること。
（ｃ）�女性消防吏員の増加を踏まえた円滑な人事管理

等の検討
　消防は、市町村長部局の業務とは異なり、一定の隊
員数で現場での部隊活動を行うため、現場活動従事者

に長期の休暇や休業を取得する職員が生じた際に、必
ずその欠けた１人を代替として補充しなければ部隊活
動に支障を来すという職務上の特殊性を有する。
　今後、消防本部が行う女性消防吏員の採用の大幅拡
大に合わせ、市町村においては、消防における職務上
の特殊性を理解のうえ、適切な措置を検討すること。
具体的には想定される休業等に際し、消防力を継続的
に維持できるような代替職員の確保等が考えられること。
（イ）適材適所を原則とした女性消防吏員の職域の拡大
　消防業務において、法令による制限を除き、性別を
理由として従事できる業務を制限することはできない
ことを十分に理解し、女性消防吏員の意欲と適性に応
じた人事配置を行うこと。
　なお、各隊の活動水準について一定レベルを確保す
ることは必要不可欠であり、性別を問わず、各隊員が
その活動に必要な能力を満たさなければならない点に
留意すること。
（ウ）ライフステージに応じた様々な配慮
　現状においては、女性消防吏員が極端に少ないこと、
妊娠・出産といった母性保護に係る配慮や、子育て期
における配慮が必要であることから、女性についてラ
イフステージに応じた人事上の様々な配慮が必要であ
ること。
（エ）消防長等消防本部幹部職員の意識改革
　消防長は、消防本部のトップとして消防事務を統括
し、全ての消防職員を指揮監督するなど、市町村の他
の幹部職員と比較しても特に重い責任・権限を有して
いる。そのため、消防長には、女性消防吏員の活躍推
進を組織的に実施していくための強いリーダーシップ
の発揮が求められる。
　各消防本部の消防長は、女性の活躍推進の意義を十
分に理解し、自らの責務として各種の施策を実行する
こと。また、消防本部幹部職員に対しても、研修等に
より女性の活躍推進について理解を深めるよう取組を
行うこと。
（オ）その他
ａ　施設・装備の改善
　各消防本部においては、女性消防吏員の活躍の場を
広げるために、消防本部・消防署・支所（出張所）等
において、女性専用のトイレ、浴室、仮眠室などの施
設整備を計画的に推進すること。なお、消防署所等に
おける女性専用施設の整備に要する経費について、平
成 28 年度から特別交付税措置を講じている。
　また、女性消防吏員の要望に応じて、女性用の被服・

１７５

第
２
章

消
防
防
災
の
組
織
と
活
動

168_CW6_A7453D203.indd   175 2020/12/23   8:33:57



装備品の導入を積極的に進めること。
ｂ　女性の活躍情報の「見える化」の推進
　各消防本部においては、女性割合、女性の採用者数、
女性の管理職の割合及び女性活躍推進に向けた取組状
況について、ホームページに掲載するなど「見える化」
を推進すること。

ウ　消防庁の取組
（ア）�女子学生等を対象とした職業体験イベント（ワ

ンデイ・インターンシップ）等
　ワンデイ・インターンシップとは、これから社会人
となる年齢層の女性に、消防の仕事の魅力と消防分野
での女性活躍の可能性を知ってもらい、消防を志す女
性を増やすために各消防本部と連携して実施するもの
で、令和元年度は全国３か所の会場で開催し、58 消
防本部の協力の下、242 人の参加があった。
　各会場では、消防士を目指すきっかけや、消火、救
急、救助、火災予防等の各業務の経験などについての
現役女性消防吏員による講演や座談会を行うととも
に、ブースを設け現役女性消防吏員との対話を通じて、
様々な疑問にもきめ細かく対応した。
　また、消防吏員の制服・防火衣等の試着ができる体
験コーナーを設けた。
　令和２年度においては、Web 職業体験イベントを
開催するほか、消防本部が実施する女子学生等向け職
場体験の支援等を行っている。
（イ）ポータルサイト等による幅広い PR
　消防庁ホームページ内に「女性消防吏員の活躍推進
のためのポータルサイト」を平成 28 年度に開設した。
　また、平成 28 年度に、総務省消防庁公式Facebook
ページ「総務省消防庁―女性活躍―」を開設し、ソー
シャルメディアを通じて身近でタイムリーな情報の発
信を行っている。
　加えて、消防庁ホームページ及び民間就職情報提供
サイトに、各消防本部が行う職場体験の実施日時・体
験内容等を掲載し、女子学生等から直接職場体験に参
加申し込みができる窓口も設けている。
（ウ）消防庁女性活躍ガイドブックの作成
　平成 29 年度から、その年度に消防本部で行われた
先進的な取組事例等をまとめた「消防庁女性活躍ガイ
ドブック」を作成し、全国の消防本部等に提供すると
ともに、消防庁ホームページにも公開している。
（エ）女性消防吏員活躍推進アドバイザー制度
　消防庁では、女性消防吏員の採用が進んでいる消防

本部の人事担当者や女性活躍に関する有識者を希望す
る消防本部等に派遣して、採用促進の具体的取組等に
ついて助言する「女性消防吏員活躍推進アドバイザー
制度」を平成 29 年 12 月に創設した。これまでに 84
件派遣し、6,737 人が参加している（令和２年４月１
日現在）。

エ　消防大学校における取組
　消防大学校の教育訓練では、平成 28 年度から女性
消防吏員のキャリア形成の支援を主たる目的とした７
日間の女性専用コース「女性活躍推進コース」を実施
するとともに、各学科の定員の５％を女性消防吏員の
優先枠として設定し、女性の入校を推進している。
　また、消防長をはじめとした幹部職員に対して、女
性の職域拡大、上司の育児参加の理解・支援を含めた
働きやすい環境の整備など、女性活躍推進に係る意識
の改革・醸成等を目的とした講義を実施している。

（４）消防団員の処遇改善
　消防団員は、大規模災害時においては昼夜を分かた
ず多岐にわたり活動し、また、平常時においても地域
に密着した活動を行っており、消防団員の処遇につい
ては、十分に配慮し改善していく必要がある。

ア　報酬・出動手当
　市町村では、条例に基づき消防団員に対し報酬及び
出動手当を支給している。支給額や支給方法は、地域
事情により、必ずしも同一ではないが、報酬等に対す
る地方交付税措置が講じられていることから、特に支
給額の低い市町村においては、当該措置額を踏まえた
水準となるよう、引上げ等の適正化を図る必要がある。
出動手当の中でも地震、風水害等の長時間（長期間）
の活動を余儀なくされる場合の手当について、充実を
図るべきと考えられる（消防庁としての取組は特集３
を参照）。
　なお、令和２年度の消防団員報酬等の地方交付税算
入額は、第 ２-３-１0 表のとおりである。

イ　公務災害補償
　消防活動は、しばしば危険な状況の下で遂行される
ため、消防団員が公務により死傷する場合もある（第
２-３-２ 表）。そのため、他の公務災害補償制度に準じ
て療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介
護補償、遺族補償及び葬祭補償の制度が設けられてい
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る。なお、療養補償及び介護補償を除く各種補償の額
の算定に当たっては、政令で補償基礎額が定められて
いる（第 ２-３-１１ 表）。
　また、消防団員がその生命又は身体に対し高度の危
険が予測される状況の下において消防活動に従事し、
そのため公務災害を受けた場合には、特殊公務災害補
償として遺族補償等について 100 分の 50 以内を加算
することとされている。
　火災、風水害等においては民間の消防協力者等が死
傷する場合もある（第 ２-３-１２ 表）。この消防協力者等
に対しては、消防法等の規定に基づき、市町村が条例
で定めるところにより、損害補償を行うこととされて
いる。消防協力者等の損害補償内容は、補償基礎額が
収入日額を勘案して定められること以外は消防団員に
対するものと同様である。

ウ　福祉事業
　公務上の災害を受けた消防団員又はその遺族の福祉
に関して必要な事業は市町村が行うよう努めるもので
あるが、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結
している市町村については、消防団員等公務災害補償
等共済基金（以下「消防基金」という。）又は指定法
人がこれら市町村に代わって行うこととなっている。
　福祉に関して必要な事業の内容は、外科後処置、補
装具、リハビリテーション、療養生活の援護、介護の
援護及び就学の援護等となっている。

エ　退職報償金
　非常勤の消防団員が退職した場合、市町村は、条例
で定めるところにより、当該消防団員の階級及び勤務
年数に応じて退職報償金を支給することとされてい
る。なお、条例（例）によれば、その額は勤務年数５
年以上 10 年未満の団員で 20 万円、勤務年数 30 年以
上の団長で 97 万 9,000 円となっている（第 ２-３-１３ 表）。

オ　公務災害補償等の共済制度
　昭和 31 年に、市町村の支給責任の共済制度として、
消防基金が設けられ、統一的な損害補償制度が確立さ
れた。その後、昭和 39 年には、退職報償金の支払制
度が、昭和 47 年には、福祉事業の制度がそれぞれ確
立した。
　消防基金の令和元年度の消防団員等に対する公務災
害補償費の支払状況については、延べ 2,214 人に対し、
16 億 6,881 万円となっている（第 ２-３-１４ 表）。また、
福祉事業の支給実績は、延べ 854 人に対し、４億 139
万円となっている。
　消防基金の令和元年度の退職報償金の支払状況は、
４万 4,516 人に対し、約 178 億円となっている。

カ　�消防団員等が災害活動等で使用した自家用車に損
害が生じた場合の見舞金の支給

　消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
の改正により、平成 14 年度から、消防基金は、消防
団員等が災害活動等で使用した自家用車に損害が生じ

（単位：円）

10年以上
20年未満

団長、副団長 12,600 13,500 14,400
分団長、副分団長 10,800 11,700 12,600
部長、班長、団員 9,000 9,900 10,800
団長、副団長 12,470 13,340 14,200

分団長、副分団長 10,740 11,600 12,470
部長、班長、団員 9,000 9,870 10,740
団長、副団長 12,400 13,300 14,200

分団長、副分団長 10,600 11,500 12,400
部長、班長、団員 8,800 9,700 10,600
団長、副団長 12,440 13,320 14,200

分団長、副分団長 10,670 11,550 12,440
部長、班長、団員 8,900 9,790 10,670

勤務年数

10年未満 20年以上

平成15年度

令和２年度

平成16年度
～

平成17年度

平成18年度
～

令和元年度

年度 階級

第 ２-３-１１ 表　補償基礎額改定状況

（単位：人）

年度

項目

0 0 0 0 1
57 40 58 49 56
57 40 58 49 57

R1

計

H27 3028 29

死者
負傷者

第 ２-３-１２ 表　消防協力者等の死傷者数の推移

（出典：消防基金調べ）

（令和２年度）（単位：千円）

５年以上 10年以上 15年以上 20年以上 25年以上
10年未満 15年未満 20年未満 25年未満 30年未満

団長 239 344 459 594 779 979
副団長 229 329 429 534 709 909
分団長 219 318 413 513 659 849
副分団長 214 303 388 478 624 809

部長及び班長 204 283 358 438 564 734
団員 200 264 334 409 519 689

階級
勤務年数

30年以上

第 ２-３-１３ 表　退職報償金支給額

（単位：円）
令和２年度

報酬
　団員（年額）
　団長（年額）
出動手当（１回当たり）
公務災害補償負担金
　人口１人当たり
　団員１人当たり
退職報償金負担金
　団員１人当たり

第 ２-３-１0 表　消防団員報酬等の地方交付税算入額
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た場合に、見舞金（上限 10 万円）を支給している。
令和元年度の支払状況は、延べ 166 人に対し、1,480
万円となっている。

キ　�乙種消防設備士及び丙種危険物取扱者資格の取得
に係る特例

　消防団の活性化に資するとともに、消防団員が新た
に取得した資格を活用して更に高度な消防団活動を行
うための環境の整備を目的として、平成 14年７月、消
防団員に対する乙種消防設備士試験及び丙種危険物取
扱者試験に係る科目の一部を免除する特例を創設した。
　消防設備士（乙種第５類・第６類）に関しては消防
団員歴５年以上で消防学校の専科教育の機関科を修了
した者を、危険物取扱者（丙種）に関しては消防団員
歴５年以上で消防学校の基礎教育又は専科教育の警防
科を修了した者を、それぞれ適用対象としている。

　４．安全衛生体制の整備 ���������

（１）安全衛生体制
　消防庁においては、公務災害の発生を可能な限り防
止するとともに、消防活動を確実かつ効果的に遂行す
るため、消防本部における安全管理体制の整備につい
て、「消防における安全管理に関する規程」、「訓練時
における安全管理に関する要綱」、「訓練時における安
全管理マニュアル」及び「警防活動時等における安全
管理マニュアル」をそれぞれ示し、体制整備の促進及
び事故防止の徹底を図ってきた。
　近年、各種災害の態様が複雑多様化・大規模化の様
相を強めるとともに、警防活動時及び訓練時などでの
公務による死傷事案も依然として発生している状況を
改善するため、平成 22 年度から平成 23 年度にかけて
開催した、「警防活動時及び訓練時における安全管理

に係る検討会」等における検討結果を踏まえ、両マニュ
アルの見直しを行った。
　また、東日本大震災により多くの消防職団員が犠牲
になるなど、改めて消防本部及び消防団の安全管理の
在り方が問われることになったことから、警防活動時
等における安全管理マニュアルについて、「東日本大震
災を踏まえた大規模災害時における消防団活動のあり
方等に関する検討会」や「大規模災害発生時における
消防本部の効果的な初動活動のあり方検討会」等にお
ける安全管理に関する検討結果を踏まえ、特に津波災
害時における消防職団員の警防活動時における安全管
理について検証を行い、平成 25年度に見直しを行った。
　平成 27 年６月には、消防庁に安全管理に関する検
討会を設置し、消防職団員が死傷する重大な事故が発
生した場合に再発防止対策を速やかに検討し、関係者
と共有することとした。
　平成 28 年３月には「警防活動時等における安全管
理マニュアル」及び「訓練時における安全管理マニュ
アル」の一部改正を行った。同改正では、平成 26 年
度救助技術の高度化等検討会（土砂災害時の救助活動
の在り方）における検討結果を踏まえて、「風水害」
の項目を更新したほか、訓練時における安全管理の基
本的な考え方を追記した。
　また、消防職員の衛生管理についても、「消防にお
ける衛生管理に関する規程」（昭和 58 年３月 12 日付
け消防消第 36 号消防課長通知）を示すなどの対応を
行っている。

（２）消防団員の安全対策
　東日本大震災において、被災地の消防団員は、自ら
も被災したにもかかわらず、郷土愛護の精神に基づき、
水門等の閉鎖、住民の避難誘導、救助、消火、避難所
の運営支援、行方不明者の捜索、発見された遺体の搬
送・安置、さらには車両の誘導、夜間の見回りまで、
実に様々な活動に献身的に従事した。
　一方で、254 人にも上る消防団員が犠牲となったこ
とを受けて、消防庁では、平成 23 年 11 月から、「東
日本大震災を踏まえた大規模災害時における消防団活
動のあり方等に関する検討会」を開催した。その報告
を踏まえ、平成 24 年３月９日、津波災害時の消防団
員の安全確保対策について通知を発出し、「津波災害
時の消防団活動・安全管理マニュアル」の作成を促進
してきた。
　令和２年４月１日現在の調査結果によると、津波災

（令和元年度）

区　分 支払人員（人） 支払額（千円）

療養補償 1,382 247,232

休業補償 121 34,295

傷病補償年金 4 8,548

障害補償 95 180,064

介護補償 15 10,122

遺族補償 594 1,186,342

葬祭補償 3 2,202

計 2,214 1,668,806

第 ２-３-１４ 表　消防基金の公務災害補償費の支払状況

（出典：消防基金調べ）
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害のおそれのある地域を管轄する消防団を有する市町
村（664 市町村）のうち、661 市町村において、マニュ
アルの策定が完了した（第 ２-３-6 図）。なお、残りの
３町については、町内の一部に避難指示区域を有して
おり、当該地域では消防団活動ができないことから、
マニュアルの策定に至っていない。

（３）惨事ストレス対策
　消防職団員は、火災等の災害現場などで、悲惨な体
験や恐怖を伴う体験をすると、精神的ショックやスト
レスを受けることがあり、これにより、身体、精神、
情動又は行動に様々な障害が発生するおそれがある。
このような問題に対して、消防機関においても対策を
講じる必要があり、消防庁では、消防職団員への強い
心理的影響が危惧される大規模災害等が発生した場
合、現地の消防本部等の求めに応じて、精神科医等の
専門家を派遣し、必要な支援を行う「緊急時メンタル
サポートチーム」を平成 15 年に創設した。令和２年は、
榛原郡吉田町で発生した建物火災で３人が殉職した静
岡市消防局をはじめ、２件の派遣があり、創設からこ
れまでに 78 件の派遣実績がある（令和２年 10 月１日
現在）。
　なお、東日本大震災においては、凄惨な現場も多く、
活動に当たった多くの消防職団員に惨事ストレスの発
生が危惧されたことから、消防庁では、平成 23 年度
に被災地の延べ８消防本部、８消防団に、平成 24 年
度には４消防団に、「緊急時メンタルサポートチーム」
を派遣するとともに、平成 23 年度には、岩手県、宮
城県及び福島県をはじめ、全国主要都市において、惨
事ストレスセミナー及び個別相談会を９回開催し、惨

事ストレスに対するケアを行った。
　平成 24 年度には、東日本大震災における消防職団
員の惨事ストレスの状況やこれまでの惨事ストレス対
策の実施状況を踏まえつつ、より効果的な惨事ストレ
ス対策の充実強化を図るために開催した「大規模災害
時等に係る惨事ストレス対策研究会」において、消防
本部及び消防団における惨事ストレス対策に関する実
態調査及び分析を行い、その結果を報告書として取り
まとめた。
　この検討結果を踏まえ、消防庁では消防職団員に対
する惨事ストレス対策に関する教育、普及・啓発、お
おむね都道府県域を範囲とした広域的な体制整備、消
防職団員の家族への惨事ストレスの周知・理解の促進、
緊急時メンタルサポートチームの充実強化などの取組
を進めている。

　５．消防表彰等 �������������

　消防関係者等に対して、現在、国が行っている表彰
等は附属資料 ２-２-１のとおりである。

（１）国の栄典
　日本国憲法に基づく国の栄典としては、叙位、叙勲
及び褒章がある。国の栄典制度については、21 世紀
を迎え、社会経済情勢の変化に対応したものとするた
め、平成 14 年８月の閣議決定により危険業務従事者
叙勲の創設や勲等の簡素化などの見直しが行われ、平
成 15 年秋から改正後の同制度が実施された。

ア　叙位
　国家又は公共に対して功労のある者をその功労の程
度に応じて、位に叙し、栄誉を称えるものであり、昭
和 21 年（1946 年）５月の閣議決定により生存者に対
する運用は停止され、死亡者にのみ運用されている。
　消防関係者については、消防吏員及び消防団員が対
象となっており、階級と在職年数を要件とした運用基
準に基づき叙されるものである。

イ　叙勲
　国家又は公共に対して功労のある者に対して勲章を
授与し、栄誉を称えるものである。
　消防関係者については、消防吏員及び消防団員等が
対象となっており、その種類と内容は第 ２-３-１５ 表の
とおりである。

対象市町村数

664

安全管理マニュアルを
策定済み

661（99.5%）

未策定
3（0.5%）

第 ２-３-6 図　�安全管理マニュアル策定状況（令和２年
４月１日現在）

※�対象は海岸を有する市町村及び津波の遡上による被害が想定されている
66４ 市町村。未策定は、町内の一部に避難指示区域を有しているため、
消防団活動ができない地域がある福島県富岡町、大熊町、双葉町の３町。
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ウ　褒章
　自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した者、業務
に精励し衆民の模範である者、公衆の利益を興し成績
著明である者や公同の事務に勤勉し労効が顕著である
者、その他公益のため私財を寄附し功績が顕著である
者等に対して褒章を授与して栄誉を称えるものである。
　消防関係者については、消防団員及び女性防火クラ
ブ役員等が対象となっており、その種類と内容は第
２-３-１6 表のとおりである。

（２）内閣総理大臣表彰
　閣議了解に基づき実施されるもので、消防関係では
昭和 35 年（1960 年）５月の閣議了解に基づく安全功
労者表彰と昭和 57 年（1982 年）５月の閣議了解に基
づく防災功労者表彰がある。総務大臣が行う安全功労
者表彰等の受賞者及び消防庁長官が行う防災功労者表
彰等の受賞者のうち、特に功労が顕著な個人又は団体
について内閣総理大臣が表彰する（第 ２-３-１７ 表）。

種　類 内　　　容

春秋叙勲 春は４月29日、秋は11月３日付けで授与される。

危険業務従事者叙勲
著しく危険性の高い業務に精励した功労者に対し、春は４月29日、秋は11月３日付けで春秋叙勲とは別に授与さ
れる。

高齢者叙勲
春秋叙勲又は危険業務従事者叙勲をいまだ授与されていない功労者のうち、88歳になった者に対し、毎月１日付
けで授与される。

死亡叙勲 死亡した功労者に対し、随時授与される（発令の日付は生前最後の日）。

緊急叙勲 殉職者など特別な功績を有する者に対し、随時授与される。

第 ２-３-１５ 表　叙勲

叙勲伝達式

種　類 内　　　容

紅綬褒章 火災等に際し、自己の危難を顧みず人命救助に尽力した者を対象としている。

黄綬褒章 消防関係業務に精励し衆民の模範である者を対象としている。

藍綬褒章
永年にわたり、消防業務に従事しその功績が顕著な消防団員及び女性防火クラブ役員並びに永年にわたり、消防
機器製造業等に従事しその功績が顕著な者を対象としている。

紺綬褒章 消防関係機関等に対し、公益のために一定の金額以上の私財の寄附を行った個人又は団体を対象としている。

第 ２-３-１6 表　褒章

褒章伝達式

種　類 内　　　容

安全功労者表彰
安全功労者総務大臣表彰等の受賞者のうち、国民の安全に対する運動の組織及び運営について顕著な成績
を上げ、又は功績があった個人又は団体を毎年「国民安全の日」（７月１日）にちなみ表彰している。

防災功労者表彰
防災功労者消防庁長官表彰等の受賞者のうち、災害における防災活動について顕著な功績があった者や防
災思想の普及又は防災体制の整備について顕著な功績があった個人又は団体を毎年「防災の日」（９月１
日）にちなみ表彰している。

第 ２-３-１７ 表　内閣総理大臣表彰
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（３）総務大臣表彰
　安全思想の普及徹底又は安全水準の向上のため、各
種安全運動、安全のための研究、若しくは教育又は災

害の発生の防止若しくは被害軽減に尽力し、又は貢献
した個人又は団体等について総務大臣が表彰する（第
２-３-１8 表）。

（４）総務大臣感謝状
　消防団員が相当数増加した消防団、増加率又は増加
数が相当である消防団及び女性団員の入団が多かった
消防団等に対して総務大臣感謝状が授与される。

（５）消防庁長官表彰
　消防表彰規程（昭和 37 年消防庁告示第１号）に基
づき、消防業務に従事し、その功績等が顕著な消防職

員、消防団員等に対し消防庁長官が表彰する。その表
彰の種類により定例表彰と随時表彰に大別される。

ア　定例表彰
　３月７日の消防記念日にちなみ、原則として、毎年
３月上旬に実施されるもので、その種類と内容は第 ２
-３-１9 表のとおりである。

イ　随時表彰
　災害現場等における人命救助等、現場功労を対象に

事案発生の都度、実施されるもので、その種類と内容
は第 ２-３-２0 表のとおりである。

種　類 内　　　容

安全功労者表彰
安全思想の普及、安全水準の向上等のために顕著な成績を上げ、又は功労があった個人や消防機関以外の団体
を表彰している。

消防功労者表彰
広く地域消防のリーダーとして地域社会の安全確保、防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防御に
関する対策の実施について功績顕著な消防団員及び女性防火クラブ役員を表彰している。

救急功労者表彰
救急業務の推進に貢献し、国民の生命身体を守るとともに社会公共の福祉の増進に顕著な功績があった者等を
表彰している。

防災まちづくり大賞
地方公共団体、自主防災組織、教育機関、まちづくり協議会等における防災に関する優れた取組、工夫・アイ
ディア等、防災や住宅防火に関する幅広い視点からの効果的な取組等を推奨し、災害に強い安全なまちづくり
の一層の推進に資することを目的として表彰している。

優良少年消防クラブ
及び優良少年消防ク
ラブ指導者表彰

火災予防及び防災に関する思想の普及に貢献している特に優良な少年消防クラブや少年消防クラブ指導者の意
識高揚とクラブ活動の活性化を図ることを目的として表彰している。

石油コンビナート等
における自衛防災組
織の技能コンテスト

石油コンビナート等において、自衛防災組織等の技能コンテストを実施し、その技能が特に優良な組織を表彰
している。

第 ２-３-１8 表　総務大臣表彰

種　類 内　　　容

功労章
防災思想の普及、消防施設の整備その他災害の防御に関する対策の実施について、その成績が特に優
秀な消防職員及び消防団員を対象としている。

永年勤続功労章 永年勤続し、その勤務成績が優秀で、他の模範と認められる消防職員及び消防団員を対象としている。

表彰旗、竿頭綬
かんとうじゅ 防災思想の普及、消防施設の整備その他災害の防御に関する対策の実施について、その成績が特に優

秀で、他の模範と認められる消防機関を対象としている。

第 ２-３-１9 表　消防庁長官の定例表彰
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（６）賞じゅつ金及び報賞金
　賞じゅつ金とは、災害に際し、危険な状況下である
にもかかわらず身の危険を顧みず敢然と職務を遂行し
て傷害を受け、そのために死亡又は障害を負った消防
職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁
職員に対し、消防庁長官表彰（特別功労章、顕功章又
は功績章）の授与とあわせて支給されるものである。
　報賞金とは、災害現場等において顕著な功労を挙げ
た消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は
消防庁職員で、賞じゅつ金が支給されるに至らない場
合及び消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員
又は消防庁職員以外の部外者が消防作業に協力して顕
著な功績を挙げた場合に支給されるものである。

（７）退職消防団員報償
　永年勤続した消防団員の功労に報いるため、退職消
防団員報償規程（昭和 36 年消防庁告示第３号）に基
づき、その勤続年数に応じて消防庁長官から賞状と銀
杯が授与される。

（８）消防庁長官感謝状
　消防の発展に貢献し、その功績顕著な部外の個人又
は団体に対しては、消防庁長官感謝状授与内規に基づ
き消防庁長官感謝状が授与される。

（９）その他
　消防関係の各分野において功労のあった者に対し消
防庁長官が表彰するものは第２-３-２１表のとおりである。

種　類 内　　　容

特別功労章 災害に際して消防作業に従事し、功労抜群で他の模範と認められる消防職員、消防団員等を対象としている。

顕功章
けんこうしょう

災害に際して消防作業に従事し、特に顕著な功労があると認められる消防職員、消防団員等を対象としている。

功績章
こうせきしょう

災害に際して消防作業に従事し、多大な功労があると認められる消防職員、消防団員等を対象としている。

国際協力功労章
「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」に基づき派遣され、救急活動等に従事し、功労顕著な消防職員等を対象と
している。

顕
けん

彰
しょう

状
じょう

職務遂行中に死亡した消防職員、消防団員等を対象としている。

防災功労者表彰
災害における防災活動について顕著な功績がある又は防災思想の普及等についてその成績が特に優秀な個人又は団
体を対象としている。

表彰状
災害に際して消防作業に従事し、顕著な功労を上げ又は防災思想の普及等について優秀な成績をおさめた個人又は
団体を対象としている。

賞状
災害に際して消防作業に従事し、功労が認められる又は他の模範として推奨されるべき功績が認められる個人又は
団体を対象としている。

第 ２-３-２0 表　消防庁長官の随時表彰
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種　類 内　　　容

消防団ＰＲムービーコンテスト
住民の方々に、消防団をより身近なものとして知っていただくため、各都道府県及び市町村から消防団
の知名度向上や消防団への入団促進につながる動画作品を募集し、優れた作品を表彰している。

予防業務優良事例表彰
各消防本部の予防業務の改善や予防業務に従事する消防職員のモチベーションの向上を目的として優れ
た予防業務に取り組んだ消防本部を表彰している。

危険物保安功労者表彰 危険物の保安に、永年にわたり努められてきた個人、団体を表彰している。

優良危険物関係事業所表彰
危険物の関係法令遵守、危険物の取扱いに係る保安上の措置の自主的かつ積極的な推進等に特に顕著な
功績のある危険物関係事業所を表彰している。

危険物安全週間推進標語表彰
危険物の保安に関する行政の推進に協力し、国民の安全保持に顕著な功績があった者として、危険物安
全週間推進標語を考えた者を表彰している。

危険物事故防止対策論文表彰
危険物に係る事故防止対策に関する優れた論文を著した者を、危険物事故防止の推進に資することを目
的として表彰している。

救急功労者表彰
救急業務の推進に貢献し、国民の生命身体を守るとともに社会公共の福祉の増進に顕著な功績があった
者等を表彰している。

消防設備保守関係功労者表彰
消防用設備等の設置及び維持管理の適正化等を通じ消防行政の推進に寄与し、その功績が顕著であった
者を表彰している。

優良消防用設備等表彰
高度な消防防災技術の発達、普及を促進し、防火対象物の防火安全性能の向上に資することを目的とし
て、他の模範となる優れた消防用設備等、特殊消防用設備等その他これらに類するものの設置者、設計
者、開発者又は施工者を表彰している。

消防機器開発普及功労者表彰
消防機器等の開発普及、業界の発展等を通じ消防行政の推進に寄与し、その功績が顕著であった者を表
彰している。

消防防災科学技術賞
消防防災機器等の開発・改良、消防防災科学に関する論文及び原因調査に関する優れた事例報告の分野
において、優れた業績をあげた等の個人又は団体を表彰している。

石油コンビナート等における自
衛防災組織の技能コンテスト

石油コンビナート等において、自衛防災組織等の技能コンテストを実施し、その技能が特に優良な組織
を表彰している。

消防団等地域活動表彰
地域に密着し、他の模範となる活動を行っている消防団や、消防団活動への深い理解や協力を示し、地
域防災力の向上に寄与している事業所等を表彰している。

防災まちづくり大賞
地方公共団体、自主防災組織、教育機関、まちづくり協議会等における防災に関する優れた取組、工
夫・アイディア等、防災や住宅防火に関する幅広い視点からの効果的な取組等を推奨し、災害に強い安
全なまちづくりの一層の推進に資することを目的として表彰している。

優良少年消防クラブ表彰
火災予防及び防災に関する思想の普及に貢献している優良な少年消防クラブの意識高揚とクラブ活動の
活性化を図ることを目的として表彰している。

第 ２-３-２１ 表　消防関係の各分野における表彰
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第２章 消防防災の組織と活動

　消防庁は「消防本部における女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組の推進について」（平成 27 年７月
29 日付け消防消第 149 号消防庁次長通知）を発出し、各消防本部に対し、女性の採用の拡大に向けた積極
的な取組等を要請している。
　ここでは、女性消防吏員の採用拡大や働きやすい環境づくりにおける事例を紹介する。

島本町消防本部の事例（大阪府）�������

（１）消防本部の概要
○管轄区域：大阪府島本町
○吏員数：46 人（うち女性１人）
※令和２年４月１日現在

　同本部では、平成 19 年度に初めて女性消防吏員
を採用し、その後退職され、０人の状態が続いてい
たが、平成 31 年４月に女性消防吏員１人を採用し、
女性消防吏員「０」を解消した。

（２）事例の概要
　女性専用施設については、昭和 53 年に建築され
たままの老朽化したトイレのみであったことから、
女性専用施設整備のための特別交付税措置を活用
し、令和２年１月に女性専用施設（仮眠室、更衣室、
休憩室、浴室、洗面室等）の改修が完了した。
　改修するに当たり、近隣の消防本部の女性施設を
利用している女性消防吏員の意見を参考にするとと
もに、内装や装備品の設計時には、採用された女性
消防吏員も同席し、安心して消防業務に取り組める
環境づくりへの理解を深めた。

松浦市消防本部の事例（長崎県）�������

（１）消防本部の概要
○管轄区域：長崎県松浦市
○吏員数：66 人（うち女性２人）
※令和２年４月１日現在

（２）事例の概要
　同本部は女性消防吏員を採用するため、女性専用
施設を設置するとともに、女性でも安心して働ける
職場をＰＲすることを目的として、女性限定のイン
ターンシップを平成 30 年６月に開催した。
　開催に際し、同本部には女性消防吏員が在職して
いないため、近隣消防本部から女性消防吏員２人の
派遣をお願いし、女性が必要とされていることなど、
経験を交えながら話してもらい、質問に答えても
らった。その後、訓練の展示、施設見学等を行った。
　県内をはじめ九州各地から応募があり、参加した
女性から消防の仕事を詳しく知ることができ、興味
がわいたとの感想があり大盛況のイベントとなった。
　これらのインターンシップやFacebook での情報
発信が功を奏し、令和元年度の女性受験者が前年の
０人から５人となり、そのうち２人が採用された。

女性消防吏員の採用拡大に向けた消防本部の取組コラム

女性限定インターンシップの様子
改修した女性専用施設
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